
 

６．策定の経過 

（１）調査・研究委員会   

第１回  平成 17 年 5 月 27 日  

第２回  平成 H17 年 7 月 26 日  

第３回  平成 17 年 8 月 30 日 

第４回  平成 18 年 2 月 23 日 

 

（２）正副座長会議      

第１回  平成 18 年 9 月 27 日  

第２回  平成 18 年 10 月 25 日  

 

（３）策定委員会 

諮問  平成 19 年 10 月 24 日 

第１回策定委員会 平成 19 年 10 月 24 日  

①策定委員会規約 

②正副委員長選出 

③概要 

④今後のスケジュール 

第２回策定委員会 平成 19 年 11 月 1 日 

①前文～第 11 条 

第３回策定委員会  平成 19 年 11 月 5 日 

 ①第 12 条～第 22 条 

      第４回策定委員会 平成 19 年 11 月 27 日 

 ①第 23 条～第 35 条 

第５回策定委員会 平成 19 年 12 月 3 日 

 ①全体審議 

答申  平成 19 年 12 月 6 日   

  

（４）まちづくり懇談会 

町内を 6 地区に分け、条例の素案に対する意見交換を行いました。 

   ①11 月 5 日(月)  

②11 月 7 日(水)  

③11 月 8 日(木)  

④11 月 12 日(月) 

⑤11 月 13 日(火)  

⑥11 月 14 日(水) 

 



 

 （５）パブリックコメントの実施 

募集期間  平成 19 年 10 月 30 日～11 月 20 日(21 日間) 

 

（６）情報の公表 

    町ホームページにて、策定状況を周知 

 

（７）議会関係 

総務文教常任委員会  平成 19 年 2 月 7日   

議会提案  平成 19 年 12 月 13 日  

       まちづくりに関する審査特別委員会  平成 20 年 1 月 24 日   

      議会議決平成  20 年 3 月 3日     

 

  （８）事務局会議 随時開催 

 

 

 

 

 

 


